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     本人・家族の住所等欄について 

１．「本人の現住所欄」に申請時の現住所を記入してください。また，新入生については，「入学時住所変更欄」で，本人の住所を入学時に変更するかどうかを，必ず選択してください。 

２．「本人のＴＥＬ欄」には，本人に直接連絡ができる携帯電話等の番号を記入してください。後日書類の内容等について問い合わせることがありますので，必ず応答してください。 

３．「家族の現住所等欄」には，必ず記入をしてください。本人と同一の住所等であっても，空欄にせず正確に記入してください。 

【収入内訳欄】について 

１．千円未満の端数は切り捨ててください。金額は鉛筆で記入
．．．．．

してください。 

２．各区分の中で，一人に２ヶ所以上からの所得がある場合は，合算し，千円未満の端数を切り捨てた金額を記入してください。 

（例）祖母 ○○年金 ７９０，３００円  △△年金 １５０，２５０円 の場合  合計 ９４０，５５０円  「年金・恩給欄」へ「９４０」と記入 

給与所得収入額欄について 

【給与・賃金、役員報酬、専従者給与欄】 ※独立生計者のアルバイトも含む。 

１．2023年１月１日以前から継続して勤務している場合は，令和 5年分の「源泉徴収票」の「支払金額欄
．．．．．

」に記載されている金額を記入してください。 

※専従者給与を受けている者で源泉徴収票が無い場合は，「確定申告書（第二表）」等の「事業専従者に関する事項欄」に記載されている金額を記入してください。 

２．2023年１月２日以降に転職又は新たに就職している場合は，「給与支払（予定）証明書【様式 4】」等に基づき，年間所得金額を記入してください。 

３．複数の勤務先がある場合は，それぞれ就職年月に応じて上記１または２により金額を算出し，その合計を記入してください。また，それぞれの提出書類（源泉徴収票等）の余白に就職年月を記入し

てください。 

【年金・恩給欄】 

年金等受給者の場合は，最新の「年金振込通知書」等に基づき，下記により算出した年間受給金額を記入してください。なお，「年金」には，企業年金，遺族年金，障害年金等も含みます。 

収入額＝支払金額×年間の振込回数   ※支払金額とは，介護保険料，所得税（源泉徴収税）等を控除する前の金額です。 

【失業給付金欄】 

申請基準日現在受給している場合は，「雇用保険受給資格者証」に基づき，下記により算出した金額を記入してください。 

収入額＝「基本手当日額欄」記載の金額×「所定給付日数欄」記載の日数 

【生活保護費欄】 

直近 1年間の「生活保護費支給額証明書」等に基づき，年間の受給金額（月額と 11月～３月の冬季加算額及び 12月の期末一時扶助額等を合計した金額）を記入してください。 

【児童扶養手当欄】 

  最新の「児童扶養手当決定通知書」等に基づき，年間の受給金額を算出し記入してください。 

給与以外の所得額欄について 

１．2023 年１月１日以前から事業等が継続している場合や利子・配当等の雑所得を得ている場合は，令和 5 年分の「確定申告書」又は「令和 6 年度分市区町村県民税申告書」等の「所得金額欄」に

記載されている金額を該当する所得欄に記入してください。なお，金額が「マイナス」の場合は「０円」とし，他の所得と相殺しないでください。 

※2023年に複数の所得がある場合は，その所得について事業等の内容，開業等の年月，現在継続しているか等を確認し，余白に記入してください。 

２．2023年１月２日以降に開業・転業している場合は，「給与以外の所得見込みに関する申立書【様式 5】」に基づき，2024年中の所得見込み額（年額）を記入してください。 

３．生別した父又は母から養育費等の援助がある場合や親族・親戚等の援助がある場合は，「世帯状況等申立書【様式 9】」または「申立書【様式 12】」に基づき算出した年間所得金額を，「親戚

等の援助欄」に記入してください。 

４．私費外国人留学生で，本国からの送金や経費支弁者援助がある場合は，「申立書【様式 12】」に基づき算出した年間金額を，「親戚等の援助欄」に記入してください。 

本人欄について 

１．基準日現在，申請者が定職に就いている場合や年金等を受給している場合は，該当する所得欄に記入してください。 

２．前年に定職等の所得があったが，退職等により現在は所得が無い場合は，「授業料免除申請書【様式 1-1】」にその旨を記入してください。 
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【成績確認欄】について  

２年次以上の大学院博士後期課程，医学博士課程又は専門職学位課程の学生は，指導教員の承認を得てから申請してください。 

 課税証明書の提出について  

 申請者，配偶者，父，母及び「就学者を除く家族欄に記入した者（満 15 歳未満の者を除く）」については，所得の有無に関わらず，全員の所得・課税証明書を提出してください。 

  

 家 庭 調 書【様式２-２】 記 入 方 法  

 

 


